
＊ 明細発行体制加算

＊ 短期滞在手術等基本料１加算(1359点)

＊ 外来・在宅ベースアップ評価料1・2(初診6点 / 再診2点)

＊ バイオ後続品使用体制加算(150点)

個人情報保護に関する掲示

当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。個人情報の取り扱いに
ついてお気づきの点は、窓口までお申し出下さい。
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基本診療料

当院では、患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点等から、領収証の発行の際に、個別の診療
報酬の算定項目が分かる明細書を1点で発行しております(再診の方が1点。初診の方は無料)。
明細書は、行われた検査や手術等の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の
発行を希望されない方は、会計にてその旨お申し出下さい。なお、窓口負担額のない患者さまにも明細書
を無料で発行いたします。明細書の発行を希望する方は、会計にてその旨お申し出下さい。
(領収書の再発行はおこなっておりません。予めご了承ください)

当院は厚生労働省のバイオ後発品の使用促進の方針に従って、バイオ後発品の使用に積極的に取り組んで
います。



＊ コンタクトレンズ検査料(コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療)

当院では以下の事項において、実費のご負担をお願いしております。

＊ 保険に関する診断書　 5,500円(税込み)

＊ 保険医療機関

＊ 難病指定医療機関 / 難病指定

＊ 被爆者一般疾病医療機関

＊ 身体障害者福祉法第15条指定

特掲診療料

各種指定医療機関

基本診療料 特掲診療料

初診料291点

再診料 75点

保険外負担の係る費用

明細書発行体制等加算1点

コンタクトレンズ検査料１
200点


